産業廃棄物処分業許可申請書　添付書類

	添　付　書　類
	留　　意　　事　　項

	１
	定款（又は寄附行為）の写し

（ 法人の場合添付 ）
	・ 事業目的に産業廃棄物処分業を行う旨の記載があるものに限ります。定款にその旨の記載が無い場合には，その旨を目的として追加した際の議事録も併せて添付してください。

　＊ 例：「産業廃棄物処分業」，「産業廃棄物処理業」

	２
	申請者の登記事項証明書

（ 法人の場合添付 ）
	・ 発行の日から３ヶ月以内の原本に限ります。
・ 現在事項全部証明書ではなく，履歴事項全部証明書を添付してください。
・ 事業目的に産業廃棄物処分業を行う旨の記載があるものに限ります。

	３
	住民票
	・ 最新の本籍地・住所が記載されているものの原本に限ります。
・ 個人の場合，申請者本人及び政令で定める使用人について添付してください。

・ 法人の場合，役員（監査役を含む），株主・出資者及び政令で定める使用人について添付してください。

・ 外国人にあっては，外国人登録済証明書（登録原票記載事項証明書）とします。

・ 申請書に記載する氏名，本籍地及び住所は省略することなく住民票と同じ記載としてください。（例：○○市△△町一丁目２番３号を○○市△△町１-２-３と記載しないでください）

	４
	株主・出資者の登記事項証明書

（ 法人の場合添付 ）
	・ 株主・出資者が法人である場合添付してください。

・ 現在事項全部証明書ではなく，履歴事項全部証明書を添付してください。
・ 発行の日から３ヶ月以内の原本に限ります。

	５
	成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書
	・ 発行の日から３ヶ月以内の原本に限ります。

・ 個人の場合，申請者本人及び政令で定める使用人について添付してください。

・ 法人の場合，役員（監査役を含む），株主・出資者及び政令で定める使用人について添付してください。

・ 取得方法等については各地方法務局にお問い合わせください。

	
	事業計画概要書
	

	６
	
	事業の全体計画
	・ 許可申請する理由，事業の概要等を記載してください。

	７
	
	処分する産業廃棄物の種類及び処分量
	・ 処分する産業廃棄物の種類等を記載してください。

	８
	
	施設の概要
	・ 処理施設の種類等の施設の概要を記載してください。

	９
	
	処分業務の具体的な計画
	・ 産業廃棄物の処分方法，処分業務を行う時間，従業員の内訳について記載してください。

	１０
	
	環境保全措置の概要
	

	１１
	施設の付近の見取図
	・ 施設の見取図を記載してください。また，施設付近で目印になるような施設（駅，国道等）も記載してください。

	１２
	施設の場内配置図（平面図）
	

	1３
	各種図面
	・ 事業の用に供する施設（保管の場所を含む。）の構造を明らかにする平面図，立面図，断面図，構造図，設計計算書等を添付してください。

	１４
	施設設置許可関係書類の写し
	・ 産業廃棄物処理設置許可証の写し，指定処理施設設置届出書の写し，使用前検査結果通知書の写し，軽微変更届出の写し等を添付してください。

	１５
	土地の登記事項証明書
	・ 14をいずれも所持していない場合は添付してください。

	１６
	土地の賃貸借契約書等
	・ 14をいずれも所持していない場合であって，土地の所有権を有していない場合は添付してください。

	１７
	処分後の産業廃棄物の処理方法
	

	１８
	海洋汚染等及び海洋災害の防止に関する法律第１３条に規定する登録証の写し
	・ 産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合は添付してください。

	19
	修了証の写し
	・ （財）日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証に限ります。（下記※5参照）

・ 申請日において有効期間内であるものを添付してください。

・ 個人の場合，申請者本人又は政令で定める使用人のものに限ります。

・ 法人の場合，役員（監査役を除く），又は政令で定める使用人のものに限ります。

	20
	資金計画書
	・ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載してください。

・ 新たに資金を必要としない場合は，その理由を記載してください。（例えば，既に他県で事業を営み，処理施設を有している場合など）

	21
	貸借対照表・損益計算書

株主資本等変動計算書・

個別注記表
（法人の場合添付）
	・ 確定申告に使用したもので，直前３年の各事業年度のものを添付してください。

・ ※６に該当する場合は中小企業診断士の診断書等を提出してださい。

	22
	法人税の納税証明書

（法人の場合添付）
	・ 発行の日から３ヶ月以内の原本に限ります。

・ 税務署発行の直近３年の事業年度のものを添付してください。

・ 納税証明書の種類は「その１ 法人税」です。

	23
	資産に関する調書

（個人の場合添付）
	・ 申請日から３ヵ月以内の資産（現金預金等）及び負債（借入金等）について記載してください。

	24
	申告所得税の納税証明書

（個人の場合添付）
	・ 発行の日から３ヶ月以内の原本に限ります。

・ 税務署発行の直近３年分を添付してください。

・ 納税証明書の種類は「その１ 申告所得税」です。

	25
	誓約書
	

	26
	許可証の原本
	


※１　新規許可申請の際には，１番から２５番までの書類を添付してください。

※２　更新許可申請の際には，　で囲んだ数字の書類を添付してください。
※３　個人が申請する場合，「法人の場合添付」と記載された書類を添付する必要はなく，同様に，法人が申請する場合，「個人の場合添付」と記載された書類を添付する必要はありません。
※４　取り扱う産業廃棄物の種類に「廃プラスチック類」，「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」又は「がれき類」がある場合には，「石綿含有産業廃棄物を含む。」か「石綿含有産業廃棄物を除く。」かを申請書の「事業の範囲」欄に明記してください。
※５　許可申請の種類と，添付書類として認められる講習会の修了証との関係は，次のとおりです。

	許可申請の種類
	該当する講習会の修了証

	
	産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規）の処分課程

＊ 有効期間 ５年
	特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規）の処分課程

＊ 有効期間 ５年
	産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（更新）の処分課程

＊ 有効期間 ２年

	産業廃棄物処分業（新規申請）
	○
	○
	注

	産業廃棄物処分業（更新申請）
	○
	○
	○


注　他の自治体で許可を受けている場合で，同内容の新規許可申請をする場合には，更新の修了証の写し（有効期間内のもの）と当該他の自治体の許可証の写しの添付をもって新規の処分課程の修了証に代えることができます。

※６　中小企業診断士の診断書等が必要な場合は以下の２点のいずれかに該当した場合
　　　　○直前の決算期で債務超過の場合

　　　　○直前の決算期で自己資本比率が10％以下であり，過去３年間の損益平均値が赤字
且つ直前の決算期で当期純損失が発生している場合

　　　　　　債務超過：負債の総額が資産の総額を超える状態

　　　　　　　　　　　貸借対照表の純資産の合計がマイナスの場合

　自己資本比率：貸借対照表の「純資産の合計」を「負債及び純資産の合計」で除し得た数値
　損益平均値：当期純利益及び当期純損失の平均
※７　申請の際には，順番どおりに書類を揃え，許可申請書とともにフラットファイルに綴じて，新規申請の場合は正本１部，副本３部（副本は正本の写しで結構です。）を，更新申請の場合は正本１部，副本１部（副本は正本の写しで結構です。）を用意してください。

※８　事前に申請日時を予約して下さい。窓口は，(社)茨城県産業廃棄物協会になります。申請者は予約した日時に協会の事務室に来てください。茨城県生活環境部廃棄物対策課の担当職員が協会に出向いて書類を審査します。

（社）茨城県産業廃棄物協会

〒310-0852

水戸市笠原町９７８番２５　茨城県開発公社ビル４階

TEL 029-301-7100　FAX 029-301-7103
※９　補正の指示を受けた書類については受付日から１ヵ月以内に提出するようお願いいたします。

※10　上記に記載がないものであっても，担当職員が審査に必要であると判断した場合などには，別途資料等の提出を求めることがあります。

